
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
立
総
合
衛
生
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

八
二

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
出
産
扶
助
等
の
た
め
の
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
施
術
者
を

指
定
し
た
件
二
件

八
四

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
扶
助
等
の
た
め
の
介
護
機
関
を
指
定
し
た
件

八
五

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
者
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
件

八
五

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

八
六

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件
三
件

八
六

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件
二
件

八
六

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
件

八
七

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件

八
七

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

八
八

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
件

八
八

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

八
八

規

則

福
島
県
立
総
合
衛
生
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
八
号

福
島
県
立
総
合
衛
生
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
立
総
合
衛
生
学
院
学
則
（
平
成
二
年
福
島
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

臨
床
検
査
学
科

授

業

科

目

単

位

数

授

業

時

間

数

基
礎

人
間

心
理
学

二

三
○

分
野

と
生

活

教
育
学

二

三
○

経
済
学

二

三
○

社
会
学

二

三
○

小
計

八

一
二
○

科
学

統
計
学

二

四
五

的
思

考
の

物
理
学

二

四
五

基
盤

化
学
Ⅰ

一

三
○

化
学
Ⅰ
実
習

一

四
五

化
学
Ⅱ

一

三
○

生
物
学

一

三
○

英
語

一

三
○

医
療
英
語

二

六
○

ド
イ
ツ
語

一

三
○

保
健
体
育

一

一
五

保
健
体
育
実
技

一

三
○

───────────────────────────────────────────────────────────
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小
計

一
四

三
九
○

小
計

二
二

五
一
○

専
門

人
体

解
剖
学

二

四
五

基
礎

の
構

分
野

造
と

解
剖
学
実
習

一

三
○

機
能

生
理
学

一

三
○

生
理
学
実
習

一

四
五

生
化
学

二

六
○

生
化
学
実
習

一

四
五

小
計

八

二
五
五

医
学

病
理
学

一

三
○

検
査

の
基

微
生
物
学

一

三
○

礎
と

そ
の

血
液
学

一

三
○

疾
病

と
の

免
疫
学

一

三
○

関
連

薬
理
学

一

三
○

小
計

五

一
五
○

保
健

保
健
医
療
福
祉
総
論

二

四
五

医
療

福
祉

公
衆
衛
生
学

二

四
五

と
医

学
検

公
衆
衛
生
学
実
習

一

四
五

査

小
計

五

一
三
五

医
療

医
用
工
学

二

四
五

工
学

及
び

医
用
工
学
実
習

一

三
○

情
報

科
学

情
報
科
学

一

三
○

小
計

四

一
○
五

小
計

二
二

六
四
五

専
門

臨
床

臨
床
医
学

二

四
五

分
野

病
態

学

臨
床
病
理
学

二

四
五

病
態
検
査
学

二

四
五

小
計

六

一
三
五

形
態

病
理
検
査
学

三

九
○

検
査

学

病
理
検
査
学
実
習

二

九
○

血
液
検
査
学

二

四
五

血
液
検
査
学
実
習

二

九
○

寄
生
虫
検
査
学

二

四
五

小
計

一
一

三
六
○

生
物

臨
床
化
学

二

六
○

化
学

分
析

臨
床
化
学
実
習

二

九
○

検
査

学

放
射
性
同
位
元
素
検
査
学

一

三
○

一
般
臨
床
検
査
学

二

六
○

一
般
臨
床
検
査
学
実
習

二

六
○

───────────────────────────────────────────────────────────
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遺
伝
子
検
査
学

一

三
○

遺
伝
子
検
査
学
実
習

一

三
○

小
計

一
一

三
六
○

病
因
・

微
生
物
検
査
学
Ⅰ

一

三
○

生
体

防
御

微
生
物
検
査
学
Ⅱ

二

六
○

検
査

学

微
生
物
検
査
学
実
習

二

九
○

免
疫
検
査
学

二

六
○

免
疫
検
査
学
実
習

一

四
五

輸
血
・
移
植
検
査
学

一

三
○

輸
血
・
移
植
検
査
学
実
習

一

四
五

小
計

一
○

三
六
○

生
理

生
理
検
査
学

三

九
○

機
能

検
査

生
理
検
査
学
実
習

二

九
○

学

画
像
検
査
学

二

六
○

画
像
検
査
学
実
習

二

九
○

小
計

九

三
三
○

検
査

検
査
管
理
学
Ⅰ

二

四
五

総
合

管
理

検
査
管
理
学
Ⅱ

二

四
五

学

検
査
情
報
管
理
学

二

四
五

検
査
機
器
学

一

三
○

小
計

七

一
六
五

医
療
安
全
管
理
学

一

一
五

臨
地
実
習

一
○

四
五
○

総
合
実
習

一

三
○

小
計

六
六

二
、
二
○
五

合
計

一
一
○

三
、
三
六
○

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
福
島
県
立
総
合
衛
生
学
院
学
則
別
表
の
四
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
度
以
降
の
入
学

者
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
に
福
島
県
立
総
合
衛
生
学
院
に
在
学
し
て
い

る
者
で
、
引
き
続
き
同
日
以
後
在
学
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
域
医
療
課
医
療
人
材
対
策
室
）

告

示

福
島
県
告
示
第
六
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を

担
当
さ
せ
る
柔
道
整
復
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏

名

住

所

施
術
所
名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

深
田
樹
也

福
島
市
宮
代
字

リ
ズ
ム
整
骨
院

福
島
市
野
田
町
五
―
一

平
成
二
七
年

植
田
前
四
五
―

○
―
一
一

一
一
月
六
日

三
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江
口
淳

福
島
市
蓬
莱
町

え
ぐ
ち
整
骨
院

福
島
市
田
沢
字
壇
ノ
前

同

年

六
―
二
―
一
五

二
四
―
二

一
二
月
四
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
六
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を

担
当
さ
せ
る
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏

名

住

所

施
術
所
名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

今
野
隆
志

福
島
市
陣
場
町

ふ
れ
あ
い
心
の

福
島
市
南
矢
野
目
字
鼓

平
成
二
八
年

五
―
三
○

い

サ
ー
ビ
ス
福
島

原
一
○
―
一

八
景
プ

一
月
四
日

げ
た
マ
ン
シ
ョ

西
店

ラ
ザ
一
〇
三

ン
二
○
三
号
室

岡
崎
一
成

伊
達
市
梁
川
町

ふ
れ
あ
い
心
の

伊
達
市
霊
山
町
石
田
字

平
成
二
七
年

東
大
枝
字
石
仏

サ
ー
ビ
ス
伊
達

下
中
瀬
一
○
―
三

一
二
月
一
日

一
六
―
一

店

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
六
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居

宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
、
福
祉
用
具
の
給
付
、
介
護
予
防
若
し
く
は
介
護
予
防

支
援
計
画
の
作
成
又
は
介
護
予
防
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者
の
事
業
者
の
主
た
る

サ
ー
ビ
ス

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称
事
務
所
の
所
在
地

の
種
類

有
料
老
人
ホ
ー

会
津
若
松
市
日

株
式
会
社
西

会
津
若
松
市
日
新

平
成
二
七
年

特
定
施
設

ム

プ
ラ
セ
ー

新
町
一
○
―
一

陽

町
一
○
―
一
○

一
二
月
一
日

入
居
者
生

ル
日
新

○

活
介
護

介
護
予
防

特
定
施
設

入
居
者
生

活
介
護

居
宅
介
護
支
須
賀
川
市
坂
の

株
式
会
社
ク

須
賀
川
市
坂
の
上

平
成
二
六
年

居
宅
介
護

援
事
業
所

上
町
一
―
一

ロ
ー
バ
ー

町
一
―
一

四
月
一
日

支
援
事
業

ク
ロ
ー
バ
ー

短
期
入
所
生
喜
多
方
市
字
経

医
療
法
人
手

喜
多
方
市
一
―
四

平
成
二
七
年

短
期
入
所

活
介
護

フ
壇
四
五
―
一

代
木
医
院

六
二
七

一
二
月
一
七

生
活
介
護

ラ
ワ
ー
ガ
ー

日

介
護
予

デ
ン

防
短
期
入

所
生
活
介

護
（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
七
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
の
事
業
者
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

事
業
者
の

事
業
所
の
名
称
事
業
所
の
所
在
地

名

称

変

更

前

変

更

後

訪
問
介
護
事
業
所

福
島
市
笹
谷
字
谷
地

フ
ジ
ケ
ア

郡
山
市
喜
久
田

郡
山
市
富
久
山
町

お
お
と
り

前
二
三
―
五

サ
ー
ビ
ス

町
卸
一
―
一
一

八
山
田
字
申
田
三

株
式
会
社

七
―
一

五
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（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
七
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
八
年
二

月
十
六
日
か
ら
同
年
六
月
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
若
松
市
観
光
商
工
部
商
工

課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

会
津
若
松
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

福
島
県
会
津
若
松
市
駅
前
町
四
十
番
ほ
か

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

（
変
更
前
）
㈠

数

三
か
所

㈡

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

（
変
更
後
）
㈠

数

二
か
所

㈡

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
四
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
三
日

五

届
出
を
し
た
者

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

（
「
別
紙
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
七
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

八
年
二
月
十
六
日
か
ら
同
年
三
月
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
商
工
観
光

部
商
工
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

片
倉
フ
ィ
ラ
チ
ャ
ー

福
島
県
い
わ
き
市
平
字
三
倉
六
十
八
番
地
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
い
わ
き
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
七
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

八
年
二
月
十
六
日
か
ら
同
年
三
月
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
須
賀
川
市
産
業
部
商
工

労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
レ
ス
ポ
須
賀
川

福
島
県
須
賀
川
市
森
宿
字
北
向
八
十
八
番
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
須
賀
川
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
七
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

八
年
二
月
十
六
日
か
ら
同
年
三
月
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
産
業
観
光
部
産

業
政
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ヨ
ー
ク
タ
ウ
ン
八
山
田

福
島
県
郡
山
市
八
山
田
第
二
土
地
区
画
整
理
地
内
百
十
二
―
一
街
区
二

号
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
郡
山
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
七
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

大
久
地
区
に
係
る
県
営
農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画

を
変
更
し
た
。
こ
の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
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二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
八
年
二
月
十
七
日
か
ら
（
二
十
日
間
）

同

年
三
月
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

い
わ
き
市
役
所

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

右
田
・
海
老
地
区
に
係
る
県
営
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体

育
成
型
）
）
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ
の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と

お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
八
年
二
月
十
七
日
か
ら
（
二
十
日
間
）

同

年
三
月
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

南
相
馬
市
役
所

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一
１

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

南
相
馬
市
原
町
区
金
沢
字
浦
一
九
七
の
三
、
一
九
八
の
四
、
二
〇
一
の
六
、
二
〇
一
の
七

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

潮
害
の
防
備

３

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

二
１

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

南
相
馬
市
原
町
区
金
沢
字
浦
一
九
七
の
三
、
一
九
八
の
四
、
二
〇
一
の
六
、
二
〇
一
の
七

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

３

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
七
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
泉
岩

い
わ
き
市
岩
間
町
川
田
九

変
更
前

Ａ

一
一
・
五
〜

一
〇
五
・
五

間
植
田
線

九
番
一
地
先
か
ら

一
三
・
五

同

市
岩
間
町
川
田
九

Ｂ

一
〇
・
〇
〜

一
一
〇
・
六

九
番
三
地
先
ま
で

一
二
・
〇

変
更
後

Ａ

一
一
・
五
〜

一
〇
五
・
五

一
三
・
五

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
泉
岩

い
わ
き
市
岩
間
町
岩
下
六

変
更
前

Ａ

八
・
〇

八
二
・
五

間
植
田
線

三
番
一
地
先
か
ら

Ｂ

八
・
〇

九
〇
・
六
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同

市
岩
間
町
川
田
九

一
番
一
地
先
ま
で

変
更
後

Ａ

八
・
〇

八
二
・
五

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公
告
第
三
十
六
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
三
日

二

名
称

（
変
更
前
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
食
べ
て
つ
な
が
ろ
う
西
会
津
の
会

（
変
更
後
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
食
べ
て
つ
な
が
ろ
う
会
津
の
会

三

代
表
者
の
氏
名

三
留

弘
法

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
変
更
前
）
福
島
県
耶
麻
郡
西
会
津
町
登
世
島
字
西
林
乙
五
千
百
九
十
五
番
地
三
西
林
東
住
宅
四

〇
三
号

（
変
更
後
）
福
島
県
耶
麻
郡
西
会
津
町
登
世
島
字
さ
ゆ
り
が
丘
乙
千
二
百
三
十
番
地
四
十
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
福
島
第
１
原
発
事
故
の
影
響
に
よ
り
、
西
会
津
町
お
よ
び
福
島
県
農
産
業
者
は
か

つ
て
な
い
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
の
も
と
、
全
国
の
消
費
者
及
び
福
島
県
西
会
津
町

農
産
業
者
に
対
し
て
、
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
事
業
や
農
村
漁
村
又
は
中
山
間
地
域
の
振
興
を
図
る
活

動
及
び
経
済
活
動
の
活
性
化
を
図
る
活
動
事
業
を
行
う
。
こ
れ
に
よ
り
全
国
の
消
費
者
と
西
会
津
町

農
産
業
者
の
交
流
促
進
を
促
し
、
全
国
の
消
費
者
に
対
し
て
は
西
会
津
町
の
農
産
物
は
お
い
し
く
安

全
で
あ
る
と
い
う
認
知
と
、
西
会
津
町
農
産
業
者
に
対
し
て
は
農
産
業
を
継
続
発
展
し
て
営
む
希
望

を
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
三
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

田
村
地
区
に
係
る
県
営
広
域
営
農
団
地
農
道
整
備
事
業
の
工
事
は
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日
に

完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
三
号

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号
）
第
八
条

第
四
項
（
第
百
八
条
、
第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
十
二

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
不
在
者
投
票
の
で
き

る
施
設
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

変

更

前

変

更

後

変

更

年

月

日

財
団
法
人
磐
城
済
世
会
長
春

公
益
財
団
法
人
磐
城
済
世
会

平
成
二
五
年
四
月
一
日

館
病
院

長
春
館
病
院

財
団
法
人
磐
城
済
世
会
舞
子

公
益
財
団
法
人
磐
城
済
世
会

平
成
二
五
年
四
月
一
日

浜
病
院

舞
子
浜
病
院

財
団
法
人
松
村
総
合
病
院

公
益
財
団
法
人
磐
城
済
世
会

平
成
二
五
年
四
月
一
日

松
村
総
合
病
院

シ
ー
サ
イ
ド
パ
イ
ン
ビ
レ
ッ

公
益
財
団
法
人
磐
城
済
世
会

平
成
二
五
年
四
月
一
日

ジ
老
人
保
健
施
設

シ
ー
サ
イ
ド
パ
イ
ン
ビ
レ
ッ

ジ
老
人
保
健
施
設


